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社協だより 社会福祉法人

白浜町社会福祉協議会
【本部事務所】〒649-2324   白浜町十九渕274番地の1

TEL: 0739-45-2711   FAX: 0739-45-2777
E-mail: info@shirahama-syakyo.jp
【日置川支部】〒649-2511  白浜町日置197番地の1
高齢者生活福祉センター夢の里内
TEL: 0739-52-2111　FAX: 0739-52-2666
E-mail: hikigawa@shirahama-syakyo.jp
ホームページ : http://www.shirahama-syakyo.jp/ 
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成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう

　認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人は、財産の管理や「契約を結ぶ」などの法律

行為を行う際に、自分で判断することが難しい場合があります。また、判断能力が十分でないために悪徳商法な

どの被害に遭うおそれもあります。 成年後見制度とは、こうした自分ひとりで判断することが難しい人に対して、

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが身の回りに配慮しながら財産の管理や介護サービスなどの契約を

本人に代わって行い、権利を守り生活を支援する制度です。

成年後見等制度を知っていますか？

こんなことを心配していませんか？

医療や福祉サービスの

手続きや契約が

むずかしくて わからない

よくわからないまま

いらないものを

買わされそうになる

もの忘れが多くて

お金をついつい

使ってしまう

自分だけでは

いろいろなことが

判断できなくなった

成年後見等制度（相談窓口）

　【高齢者に関するご相談】役場民生課地域包括支援センター　　　☎４３－６５９６

　【障害者に関するご相談】役場民生課福祉係　　　　　　　　　　☎４３－５７０２

　【高齢者・障害者に関するご相談】社会福祉協議会白浜本部　　　　☎４５－２７１１

　【日置川地区でのご相談】社会福祉協議会日置川支部　　　　　　☎５２－２１１１

　【成年後見制度に関する相談受付】

　　◇制度内容や家庭裁判所への申立てなど、成年後見制度についての各種相談

　　◇親族後見人および親族後見を開始しようとする人への助言などの実施

　　◇成年後見制度に関する相談会の実施

　　　白浜地区　　日程　奇数月の第４月曜日　

　　　　　　　　　　場所　社会福祉協議会本部事務所

　　　日置川地区　　日程　偶数月の第４月曜日　

　　　　　　　　　　場所　高齢者生活福祉センター

　　　　　　　　　　※両会場とも、第４月曜日が祝日の場合は、翌日の火曜日となります。

　　　　　　　　　　※詳しくは各相談窓口にお問合せください。
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福祉相談所設置日程

※予約の際に、氏名・住所・連絡先・
簡単な相談内容の確認を行います。
☎ 45-2711（白浜支部）
☎ 52-2111（日置川支部）

【 予 約・ 相 談・ 各 種 問 い 合 わ せ 】
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“通いの場”で生きがいづくり・仲間づくり・健康づくり

ふれあい・いきいきサロン事業

　地域で生活している高齢者と近隣住民（ボランティアなど）が気軽に集まり、ふれあいを通して生きがいづ

くりや仲間づくりの輪を広げ、心身機能の維持向上を図るためのサロンの運営を支援しています。

　支援の内容は、小地域 (町内会・区、自治会などの範囲 )の住民で組織されたグループや団体が公共施設な

どで行う主体的、自主的に取り組む通いの場づくりへの協力となっています。

◇通いの場づくりについての懇談会を開催しています。

　　地域にはさまざまな良い所や困りごとがあります。自分たちの地域では、どのような通いの場が必要か。

　　住民やボランティアの皆さんで話し合いの場を設けるお手伝いをしています。

◇さまざまな地区の通いの場の活動紹介を通して、新たな通いの場づくりをすすめています。

　　サロンには、地域のみんなでお茶を飲んだり、ちょっとした世間話をしたり、交流や健康づくりをすすめ

　たり、地区によってさまざまな活動があります。他の地区ではどのような活動があるか、サロン連絡会や勉

　強会、実際のサロンの見学などを通して、これからの活動の参考にしていただいています。

◇（高齢者支援）地域活動に関する相談窓口の開設について

　　【白浜地区・富田地区】社会福祉協議会本部事務所　　☎４５－２７１１

　　【日　置　川　地　区】社会福祉協議会日置川支部　　☎５２－２１１１

　　※上記各支部へ「いきいきサロンについて」とご相談ください。

白浜町社会福祉協議会ホームページ更新中

　白浜町社会福祉協議会では住民の

皆さまに本会が推進する地域福祉活

動を知っていただき、参加や利用、

相談などに活用いただけるようホー

ムページを開設しています。福祉相

談所の開設状況なども随時更新して

います。ぜひ、ご活用ください。左

のＱＲコードにて認識いただくと

ウェブサイトにアクセスできます。

http://www.shirahama-

syakyo.jp/

 白浜町内に在住の人

午後 1 時 30 分から 3 時 30 分
※順に受付。時間指定はできません。
1 相談あたり 15 分

【 対 象 者 】

【相談所開設時間】

【 相 談 時 間 】
日程

4月6日（月）
4月8日（水）
4月15日（水）
4月22日（水）
5月7日（木）
5月13日（水）

内容
財産・登記
法律
人権
法律

財産・登記
法律

会場

高齢者生活福祉センター

社会福祉協議会本部事務所

社会福祉協議会本部事務所
青少年研修センター

予約締め切り
4月3日（金）午後5時
4月7日（火）正午
当日まで予約可
4月21日（火）正午
5月1日（金）午後5時
5月12日（火）正午

※相談予約は、左表内『予約

受付期日』を確認の上、お申

し込みをお願いします。

　なお、相談予約がない場合、

法律相談および財産・登記相

談は中止となりますので、ご

了承ください。


